
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
建
築
士
の
免
許

を
取
り
消
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
一
月
十
七
日

二

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名

北

良
浩

三

二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

四

登
録
番
号

奈
良
県
知
事
登
録
第
三
八
四
七
号

五

免
許
の
取
消
し
の
理
由

平
成
二
十
四
年
一
月
十
七
日
付
け
で
、
相
続
人
か
ら
二
級
建
築
士
死
亡
の
届
出
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
築
士
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。
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